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琴浦町防犯機器購入事業補助金交付要綱

(趣旨)

第１条 この要綱は、琴浦町防犯機器購入事業補助金(以下「本補助金」とい

う。)の交付について、琴浦町補助金等交付規則(平成 16 年琴浦町規則第 48

号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。

(交付目的)

第２条 本補助金は、高齢者世帯の住宅の防犯対策に必要な経費を補助すること

で、琴浦町民の防犯意識の醸成及び安心で安全な生活の確保に寄与することを

目的とする。

(定義)

第３条 この要綱において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによ

る。

(１) 高齢者世帯 60 歳以上の者が居住する世帯をいう。

(２) カメラ付きドアホン 犯罪の防止を目的として、室内から玄関の来訪者を

確認できるモニター機能及びモニター映像の録画機能を備えたものをいう。

(３) 防犯カメラ 犯罪の防止を目的として、固定して設置される映像撮影装

置、録画装置、その他関係機器で構成されるものであって、次に掲げる要件を

満たすものをいう。

ア 設置場所が住宅の敷地内かつ屋外であること。

イ 撮影範囲が住宅の敷地内であり、近隣住民のプライバシー保護に留意して

いること。ただし、やむを得ず住宅の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮

影範囲に入る住宅等の所有者又は使用者に説明を行い、事前に同意を得て

いること。

ウ 夜間の撮影が可能な機器であること。
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(４) センサーライト 犯罪の防止を目的として、屋外に設置するもので、人や

動物などの熱や動き等を感知して自動的に一定時間ライトを照射する機能

を備えたものをいう。

(５) 防犯機能付電話機 電話着信時に通話内容を録音することを自動で相手に

伝える「事前予告機能」、「通話録音機能」及び「ナンバーディスプレイ

機能」（子機を備えている場合は、子機でも同様の機能を有すること）を

備えたものをいう。

(６) 防犯機器 第２号から第５号に掲げるものをいう。

(補助金の交付)

第４条 町長は、第２条の目的の達成に資するため、別表第１欄に掲げる事業(以

下「補助事業」という。)を行う同表第２欄に掲げる者(以下「補助事業者」と

いう。)に対し、同表第３欄に掲げる額(千円未満の端数は切り捨てる。)を、予

算の範囲内で交付する。ただし、補助上限額は同表第４欄の額とする。

(交付申請及び実績報告の時期等)

第５条 補助事業者は、補助事業の完了の日から 60 日を経過する日と令和８年１

月 30 日のいずれか早い日までに、本補助事業の交付申請及び実績報告を、提出

しなければならない。

２ 前項の交付申請及び実績報告は、様式第１号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第６条 町長は、本補助金の交付決定を、原則として、交付申請及び実績報告を

受けた日から 20 日以内に行うものとする。

２ 前項の交付決定の通知は、様式第２号によるものとする。

(着手届及び完了届を要しない場合)

第７条 着手届は、規則第 10 条第３号に規定する場合に該当するものとし、これ

を要しない。

２ 規則第 14 条の規定による完了届は、これを要しない。

(承認を要しない変更)
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第７条 規則第 11 条第１項ただし書の町長が別に定める変更は、補助金の増額並

びに補助事業の中止及び廃止以外の変更とする。

２ 第５条の規定は、変更等の承認について準用する。

(譲渡等の禁止)

第８条 本補助金の交付を受けた者は、本補助金の交付を受けて防犯機器を購入

した日の翌日から起算して６年を経過する日までの間、町長の承認を受けない

で当該防犯機器を本補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸

し付けし、又は担保に供してはならない。

(委任)

第９条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な

事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、令和７年５月１日から施行する。
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別表(第４条関係)

【注意事項】

・ 鳥取県犯罪から県民を守る緊急対策事業補助金を活用して防犯機器を設置し

た住宅及び世帯は補助対象外とする。

・ 本補助金の交付は、１つの住宅及び世帯に対して１回限りとする。

・ 補助対象経費は、(１)から(４)の防犯機器本体の購入に要する経費のみと

し、付属品、振込手数料、商品配送料は対象としない。

・ 代金の支払方法のうち、仮想通貨、クーポン及び各種ポイントによる支払い

をしたものは除く。

・ 紛失・破損・盗難等による防犯機器の再購入は補助対象としない。

１

補助事業

２

補助事業者

３

補助対象経費

４

補助限度額

居住する住宅の

防犯のためにカ

メラ付きドアホ

ン、防犯カメ

ラ、センサーラ

イト、防犯機能

付電話機を購

入・設置する事

業

町内に居住する 60 歳以

上の者又はその同一世

帯員

ただし、以下に該当し

ないこと

・暴力団(暴力団員によ

る不当な行為の防止等

に関する法律(平成 3 年

法律第 77 号。)第２条

第２号に規定する暴力

団をいう。以下同

じ。)、暴力団員及び暴

力団等の利益につなが

る活動を行い、又は暴

力団等と密接な関係を

有する者

(１)から(４)の防犯機器の購

入・設置に要する経費（ただ

し、設置に要する経費は専門業

者が行う場合のみを対象とす

る。）

(１)カメラ付きドアホン

(２)防犯カメラ

(３)センサーライト

(４)防犯機能付電話機

※消費税及び地方消費税を含む

※他の補助金を受けて購入した

防犯機器に係る経費を除く

※令和７年４月１日以降に購

入・設置した機器を対象とする

15,000 円
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様式第１号(第５条関係)

年 月 日

琴浦町長 様

申請者 郵便番号 〒

住 所 琴浦町大字

氏 名 ㊞

電話番号

令和７年度琴浦町防犯機器購入事業補助金交付申請書兼実績報告書

琴浦町防犯機器購入事業補助金の交付を受けたいので、琴浦町補助金等交付規

則第４条及び第 16 条の規定により、下記のとおり申請及び実績報告します。

記

１ 交付申請額(実績報告額)

２ 補助事業内容

算定基準額

（購入経費の合計額①）
円（千円未満切り捨て）

交付申請額及び実績報告額 円

添付書類

・誓約書兼同意書(様式第３号)

・購入実績(購入品名・購入量・購入日)及び購入代金を

支払済であることが確認できる書類(レシート、領収

書等の写し)

建物の所有区分 □ 持家 □ 借家 □その他（ ）

購入機器 購入金額（税込み） 購入年月日

□カメラ付きドアホン 円 年 月 日

□防犯カメラ 円 年 月 日

□センサーライト 円 年 月 日

□防犯機能付電話機 円 年 月 日

購入経費の合計額①
（※千円未満切り捨て）

円

申請者は、 □60 歳以上の者です。 □60 歳以上の者と同一世帯員です。
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３ 他の補助金の活用

(１)活用の有無 ( 有 ・ 無 )

有の場合 補助金名：

※必要事項を記載するほか、チェック欄にチェックマーク☑を記載してくださ

い。
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様式第２号(第６条関係)

年 月 日

様

琴浦町長

令和７年度琴浦町防犯機器購入事業補助金交付決定通知書及び概算払通知書

年 月 日付の申請書兼実績報告書(以下「申請書」という。)で申請

及び報告のあった琴浦町防犯機器購入事業補助金(以下「本補助金」という。)に

ついては、琴浦町補助金等交付規則(平成 16 年９月琴浦町規則第 48 号。以下「規

則」という。))第５条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定

したので、規則第７条第１項の規定により通知します。

また、本補助金について、概算払いをしますので、規則第 19 条に基づく補助金

支払請求書を提出してください。

記

１ 対象事業

本補助金の対象事業の内容は、申請書に記載されているとおりとする。

２ 交付決定額等

本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。

(１)算定基準額 金 円

(２)交付決定額 金 円

３ 概算払額

概算払額 金 円

４ 補助規程の遵守

本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等については、規則及び要綱の規

定に従わなければならない。
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様式第３号

誓約書兼同意書

琴浦町長 様

琴浦町防犯機器購入事業補助金交付申請書兼実績報告書の提出にあたり、下記のとおり誓

約及び同意します。

記

令和 年 月 日

申請者

生年月日 年 月 日（申請者が 60 歳以上の場合のみ記載）

住所

氏名 (自署)

※「琴浦町防犯機器購入事業補助金交付申請書兼実績報告書」(様式第１号)と併せて提出し

てください。（チェック欄にチェックマーク☑を記載してください。）

誓約・同意事項欄 チェック欄

１ 防犯機器の購入・設置について同居人からの同意を得ています。 □

２
購入した防犯機器は、申請者又は同一世帯員の６０歳以上の者が使用

し、転売・譲渡等を目的としていません。
□

３ 今回申請する防犯機器について、他の補助金の交付は受けていません。 □

４
琴浦町から、本補助金に関し報告・調査の求めがあった場合は、これに

応じます。
□

５

暴力団、鳥取県暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員、暴力

団員及び暴力団等の利益につながる活動を行い、又は暴力団等と密接な

関係を有する者ではありません。

□

６

補助金交付後、補助要件を満たしていないこと、虚偽の申請その他不正

な手段により補助金の交付を受けたことが判明し、交付決定が取り消さ

れた場合は、指示に従い速やかに補助金を返還します。

□

７
今回申請する防犯機器は、要綱で示している防犯機器の要件を満たして

います。
□

８
＜賃貸物件に設置する場合＞

防犯機器の設置について、所有者又は管理者に同意を得ています。
□

【申請者が 60 歳以上の者と同一世帯員である場合】

９

60 歳以上の者と同一世帯員です。

(60 歳以上の者の生年月日及び氏名を記入してください。)

生年月日 年 月 日

氏名

□

【以下、防犯カメラ設置の場合】

10 設置場所は、申請者が居住する住宅の敷地内です。 □

11

撮影範囲は申請者が居住する住宅の敷地内です。やむを得ず撮影範囲に

敷地外が入る場合は、撮影範囲に入る住宅等の使用者に事前説明を行

い、同意を得ています。

□


